
(証券コード 4616)
2025年２月5日

株 主 各 位
兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番１号

代表取締役社長 西 村 聰 一
第110回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第110回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネッ

ト上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

[ 当社ウェブサイト ]
https://www.kawakami-paint.co.jp/kessan2.html

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載し
ております。以下のウェブサイトにアクセスのうえ、当社名または証券コ
ード（4616）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、ご確認いただけます。

[ 東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）]
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権行使が
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の
うえ、後記の「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき、2025年２月20
日（木曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具
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記

１. 日 時 2025年２月21日（金曜日）午前10時
２. 場 所 兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番１号 当社２階会議室
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第110期（2023年12月１日から2024年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

２．会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。

○代理人により議決権をご行使される場合は、議決権行使書用紙と委任状を会場受付
にご提出ください。なお、代理人の人数は、当社定款の定めにより、本株主総会に
おける議決権を有する株主様１名とさせていただきます。

○本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子
提供措置事項を記載した書面を一律でお送りいたします。ただし、法令および当社
定款第15条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該
書面は監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一
部であります。
(1)連結計算書類の連結株主資本等変動計算書および連結注記表
(2)計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容
を掲載させていただきます。

○本株主総会では、お土産のご用意はございません。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださ
いますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示のうえ、
ご返送ください。

インターネットで議決権を
行使される場合

次ページの案内に従って、
議案の賛否をご入力くださ
い。

日 時
2025年２月21日(金曜日)
午前10時

行使期限
2025年２月20日(木曜日)
午後５時到着分まで

行使期限
2025年２月20日(木曜日)
午後５時入力完了分まで

議決権行使書の賛否の取り扱い
・ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされていな
い場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

インターネットにより議決権を行使される場合の注意点
・同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のう
え、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

・パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するため
の重要な情報ですので、大切にお取り扱いください。

・議決権行使書の郵送とインターネットによる方法の双方で議決権を行使された場
合は、インターネットによる議決権の行使を有効とさせていただきます。

・インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使さ
れた内容を有効とさせていただきます。
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議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

〇年〇月〇日

1.

2.

3.

見本

見本 ｢次へすすむ｣
をクリック

｢議決権行使コード｣
を入力

｢次へ」をクリック

｢パスワード｣
を入力

｢登録」をクリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入
力することなく議決権行使ウェブサイト
にログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

1 議決権行使書用紙右下に記載の
QRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お
手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決
権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・
「パスワード」を入力してログイン、再度議決
権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト

へ遷移できます。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセス
してください。

2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電
話の操作方法などがご不明な場合
は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524

（受付時間 年末年始を除く9：00〜21：00）
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事 業 報 告
（2023年12月１日から2024年11月30日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、持続的な賃上げによる雇用や所得環境
の改善等により緩やかな回復基調にありましたが、原材料価格・エネルギー価格
の高騰や円安基調による物価上昇、不安定な為替相場など、依然として先行き不
透明な状況が続いております。
このような状況下、当社グループは当連結会計年度を最終年度とする中期経営

計画に基づいて、昨年度に引き続き顧客や社会のニーズに応えた高品質製品の開
発や生産体制の合理化等の重点施策に取り組み、利益率向上等による収益体質・
財務体質の改善を図り、企業価値の向上に努めました。また、設備投資について、
半導体不足による納期長期化により遅れは生じたものの、これら重点施策推進に
向け計画を実施し、設備投資額は303百万円となりました。
当連結会計年度の経営成績は、機械・金属関連といった当社の主要な取引先で

の生産減による需要減退などにより販売数量が伸びず、売上高は5,913百万円
（前年同期比3.7％減）となりました。利益につきましては、売上高減少に加え、
想定以上に長引く原材料高騰及び物流費、人件費など諸経費の増加を、生産性の
向上や販売価格への転嫁などで補いきれなかったため、経常利益142百万円（前
年同期比40.2％減）となりましたが、政策保有株式の一部を売却したことによる
売却益97百万円を特別利益に計上したことから、親会社株主に帰属する当期純利
益は170百万円（前年同期比16.0％減）となりました。
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品種別販売実績は次のとおりであります。
品 種 別 金 額（千円） 前期比（％） 構成比（％）

合 成 樹 脂 塗 料 5,456,148 96.3 92.3
油 性 塗 料 2,166 104.2 0.0
ラ ッ カ ー 23,953 84.4 0.4
塗 料 希 釈 剤 314,586 96.3 5.3
関 連 製 品 25,848 84.1 0.5
そ の 他 90,702 102.9 1.5
合 計 5,913,405 96.3 100.0

（2）設 備 投 資 の 状 況
当連結会計年度の設備投資につきましては、主として本社工場、千葉工場の塗

料製造設備の増強・維持更新ならびに研究開発設備のため303百万円の投資を実
施いたしました。

（3）資 金 調 達 の 状 況
設備投資などの運転資金に充てるため、金融機関より550百万円の長期借入を

行いました。一方、短期借入金10百万円および長期借入金488百万円を返済いた
しました。

（4）対 処 す べ き 課 題
次期の見通しといたしまして、個人消費や設備投資が持ち直し、景気は緩やか

に回復していくことが期待されますが、世界各地で地政学的に不安定な状態が継
続しており、資源価格の上昇や原材料価格の更なる騰勢・エネルギー価格の高止
まりが予想され、一方わが国においては賃金上昇を上回る物価上昇による需要不
足が懸念されるなど、国内外の経済は依然として先行き不透明な状況が続くもの
と思われます。このような状況下、当社の目指す「優れた技術を発揮し顧客の要
望に応え、環境に優しく人々と社会に価値をもたらす製品とサービスを創造する
塗料メーカー」というあり姿の実現に向けて、新たに策定した中期経営計画に基
づいて、前中期経営計画での未達成施策を含めた新たな各種施策に取り組み、全
社一丸となって業績向上・企業価値向上に取り組んでまいります。
株主の皆さまにおかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りま

すようお願い申しあげます。
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（5）財産および損益の状況
①企業集団の財産および損益の状況

年 度
区 分

2021年度
（第107期）

2022年度
（第108期）

2023年度
（第109期）

2024年度
（第110期）

売 上 高(千円) 5,312,034 5,632,700 6,142,590 5,913,405
経 常 利 益(千円) 212,579 213,827 238,865 142,792
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 146,158 162,213 203,003 170,580
１株当たり当期純利益 (円) 146.76 162.91 203.89 171.34
総 資 産(千円) 7,649,862 7,997,523 8,344,352 8,462,236
純 資 産(千円) 2,529,548 2,718,106 3,055,414 3,217,593
（注）第108期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３

月31日）等を適用しており、第108期以降の財産及び損益の状況については、
当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

②当社の財産および損益の状況
年 度

区 分
2021年度

（第107期）
2022年度

（第108期）
2023年度

（第109期）
2024年度

（第110期）
売 上 高(千円) 5,242,603 5,581,335 6,081,003 5,853,636
経 常 利 益(千円) 202,120 211,279 230,540 137,304
当 期 純 利 益(千円) 140,313 162,062 198,844 168,829
１株当たり当期純利益 (円) 140.76 162.59 199.51 169.40
総 資 産(千円) 7,527,438 7,883,693 8,216,733 8,346,976
純 資 産(千円) 2,499,574 2,666,916 2,996,550 3,130,960
（注）第108期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３

月31日）等を適用しており、第108期以降の財産及び損益の状況については、
当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
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（6）重要な親会社および子会社の状況
①親会社の状況
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

ダイヤス化成株式会社 12百万円 100.0％ 塗 料 等 の 販 売
（注）当社の連結子会社は上記の重要な子会社１社であり、持分法適用会社は１社で

あります。
（7）主 要 な 事 業 内 容

各種塗料の製造販売を主な事業とし、これに付帯または関連する業務を営んで
おります。

（8）主要な営業所および工場
①当社
営 業 所：仙台営業所・北日本営業所（郡山市）、東京営業所、浜松営業所・名

古屋営業所、金沢営業所、大阪営業所（尼崎市）、広島営業所、九州
営業所（福岡市）

工 場：本社工場（尼崎市）、東京工場、千葉工場
②子会社
ダイヤス化成株式会社（守口市）

（9）使 用 人 の 状 況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

137名 △4名
（注）上記には契約社員・パートタイマーなど計30名は含まれておりません。
（10）主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 額
百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 578
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 443
兵庫県信用農業協同組合連合会 305
株 式 会 社 み な と 銀 行 199
株 式 会 社 南 都 銀 行 171
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 120
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 60
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 22
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 6
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（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
2024年６月13日付で当社株式は名古屋証券取引所メイン市場へ上場いたしま

した。なお、今回の上場に伴い当社は現在上場している東京証券取引所スタンダ
ード市場との重複上場になります。

２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 400万株
（2）発行済株式の総数 100万株（自己株式3,345株を含む）
（3）株 主 数 813名
（4）大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

株 式 会 社 サ イ ブ リ ッ ジ 155 15.60
川 上 塗 料 共 栄 会 ※ 75 7.53
三 井 物 産 株 式 会 社 60 6.03
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口） 57 5.72
川 上 塗 料 従 業 員 持 株 会 43 4.37
株 式 会 社 東 広 36 3.67
DEUTSCHE BANK AG,
FRANKFURT CLT 4000000 30 3.08
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 26 2.61
交 洋 貿 易 株 式 会 社 22 2.28
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 22 2.26

（注）１．※は、当社取引先持株会であります。
２．持株比率は自己株式（3,345株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 西 村 聰 一
取 締 役 松 下 田 佳 子 経理本部長兼システム室長
取 締 役 宮 司 裕 之 サプライチェーン統括本部長兼総務部担当
取 締 役 作 本 政 英 生 産 本 部 長
取 締 役 佐 々 木 圭 史 営業本部長兼営業企画室長
取 締 役 稲 葉 哲 也 技術本部長兼東京技術部長
取 締 役 檀 上 秀 逸 公認会計士檀上秀逸事務所 所長

公 認 会 計 士
仮 監 査 役 綿 貫 秀 敏
監 査 役 小 林 京 子 弁護士法人色川法律事務所 弁護士

三菱ロジスネクスト株式会社 社外取締役
株式会社PILLAR 社外取締役

監 査 役 大 松 信 貴 大松公認会計士事務所 所長
公 認 会 計 士 税 理 士
株式会社エスティック 社外取締役
株式会社イーディーピー 社外監査役

（注）１．取締役 檀上秀逸氏は、社外取締役であります。
なお、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対して、独立役員と
して届け出ております。

２．監査役 小林京子氏および大松信貴氏は、社外監査役であります。
なお、両氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対して、独立役員と
して届け出ております。

３．監査役 大松信貴氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び
会計並びに税務に関する相当程度の知見を有しております。

４．仮監査役 綿貫秀敏氏は、監査役 矢野光芳氏が病気療養のため監査役と
しての業務を遂行できないとして、神戸地方裁判所尼崎支部に仮監査役
（一時監査役職務代行者）の選任の申立てを行い、2024年10月8日付で仮
監査役に選任され就任いたしました。

５．2024年２月22日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって、野村茂
光氏、村田泰通氏は退任いたしました。また、常勤監査役 矢野光芳氏は
2024年10月9日に逝去により退任いたしました。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役 檀上秀逸氏および社外監査役 小林京子氏、大松信貴氏と

の間で、会社法第423条第１項の責任につき法令の定める額を限度とする責任限
定契約を締結しております。

（3）補償契約の内容の概要
当社は当社役員との間で、補償契約は締結しておりません。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430

条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額
負担しております。当該保険契約では、被保険者が職務の執行に起因した責任を
負うこと及び当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある
損害を填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識
して行った行為等に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があ
ります。

（5）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ）決定方針の決定の方法および内容の概要

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、業績向上及び企業価値
増大に対する意欲を高め、求められる役割と責任にふさわしい報酬制度とするこ
とを基本方針としております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
つきましては、取締役会で決議しております。
役員の報酬の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内に

おいて決定されており、取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、役位に応じた堅
実な職務遂行を促すための基本報酬（固定報酬）と短期的なインセンティブとし
ての業績連動報酬の２種類で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、
独立性・客観性を保つ観点から、また、監査役の報酬は、監査役としての役割と
独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
監査役の報酬は常勤・非常勤の別や業務分担の状況を考慮して監査役の協議に

より決定しております。
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業績連動報酬につきましては、連結経常利益額を指標としております。当該指
標を選択した理由は、連結グループ全体の業績を反映しており、経営目標達成度
がステークホルダーにもわかりやすいこと、簡単かつ正確に測定でき恣意性を排
除できることなどから短期的な指標に最適と判断したためであります。
業績連動報酬の額の決定方法は、期初に定めた目標連結経常利益額に対する達

成度に応じて支給率０〜100％の範囲で算出し、役位別に基本報酬の20％を上限
（使用人兼務取締役については使用人分給与も含めた基本報酬の20％を上限）と
しております。なお、目標連結経常利益額に達しない場合は業績連動報酬は支給
いたしません。
また、連結経常利益額の目標額および支給率100％とする額は、過去５年の売

上高・経常利益・経常利益率の平均をもとに、経済情勢や市場動向および同業他
社の状況などを勘案して毎年見直すこととし、取締役会決議により設定いたしま
す。

ロ）当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであ
ると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が、基本

報酬は当社の定める一定の基準に基づいて、業績連動報酬については、一定の算
定方式に基づいて決定しているため、決定方針との整合性は客観的に確保されて
おり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等については、2020年２月21日開催の第105回定時株主総会にお

いて、取締役の報酬限度額につきましては年額250,000千円以内（うち社外取締
役分30,000千円以内、また、使用人兼務取締役については使用人分給与は含めな
い）、監査役の報酬限度額につきましては年額85,000千円以内と決議いただいて
おります。当該株主総会終結時の役員の員数は、取締役は７名（うち、社外取締
役１名）、監査役３名であります。

③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個々の取締役の報酬につきましては、基本報酬については当社の定める一定の

基準に基づいて、業績連動報酬については一定の算定方式に基づいて、取締役会
決議により委任された代表取締役社長西村聰一が決定しております。代表取締役
社長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、
各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したた
めであります。
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④取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬

取 締 役
(うち社外取締役)

63,445
（ 3,960）

63,445
（ 3,960）

-
（ - ）

9
（１)

監 査 役
(うち社外監査役)

19,620
（ 6,540）

19,620
（ 6,540）

-
（ - ）

4
（２)

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれて
おりません。

２．当事業年度末現在の人員数は取締役７名、監査役３名であります。
３．当事業年度における業績連動報酬に係る目標連結経常利益額は350百万円

であり、実績は142百万円であります。

（6）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況

当事業年度における社外役員の出席状況、発言状況及び社外取締役が果たす
ことが期待される役割に関して行った職務の概要は以下のとおりです。

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 檀 上 秀 逸

当事業年度開催の取締役会13回すべてに出席しております。
公認会計士として長年にわたる会計監査経験に基づく高い見
識と上場企業の社外監査役としての実績があり、その専門的
見地から、また、業務執行を担う経営陣から独立した客観的
視点から必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 小 林 京 子

当事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、また、当事
業年度開催の監査役会11回すべてに出席しております。
弁護士としての豊富な経験と高い見識に加え、上場企業の社
外取締役としての経験を有しており、その専門的見地から必
要な発言を適宜行っております。

監 査 役 大 松 信 貴

当事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、また、当事
業年度開催の監査役会11回すべてに出席しております。
公認会計士・税理士として財務及び会計並びに税務に関する
相当程度の知見を有しており、加えて上場企業の社外取締役
及び社外監査役としての実績があり、その専門的見地から必
要な発言を適宜行っております。
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 仰星監査法人

（2）会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,700千円

当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,700千円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分でき
ないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況およ
び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、
会社法第399条第１項の同意を行っております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議
案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主
総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとお
りであります。
（1）当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合するこ
とを確保するための体制
企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を当社および子

会社の役員および使用人が法令・定款および会社規範を遵守した行動をとるため
の行動規範とする。コンプライアンス委員会を設置し、必要に応じて当社グルー
プにおける法令、定款、社内規則、企業倫理および社会倫理の遵守状況の確認と
問題の指摘および改善の提案を行い、経営会議に報告する。内部通報制度規程に
基づき通報者に不利益がおよばない内部通報体制を整え、コンプライアンス委員
会が掌握して運用する。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対
しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体

（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、文書管理規
程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

（3）当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に

係るリスクについては、リスク管理規程に基づき対処し、統括責任者である社長
が推進部門において「実施責任者」を指名して当社および子会社の危機管理の対
応にあたるものとする。また、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの
制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行い危機発生時には迅速かつ適正
な対応を行うことができる体制を整備する。実施責任者は、リスクの防止に係る
指導を実施し、また、部門で対応できない事項または重大性・緊急性のある事項
については経営会議に報告し、全社的・組織横断的なリスク状況の監視および対
応を行うものとする。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は事業計画を定め、年度の経営方針を策定することで取締役、使用人

が共有する全社的な目標を明確化する。事務規程に基づく職務分掌による権限配
分・委譲により意思決定の迅速化を図り、業務担当取締役は全社的な目標達成の
ために、各部門方針として具体的目標および効率的な達成の方法を定める。本部
長会議・経営会議・取締役会では階層に応じた進捗状況をレビューし、情報を共
有化して協議し改善を促す。

（5）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社および関連会社の事業に関しては、「関係会社管理規程」に基づき管理す

る。役員を任命し、当社の経営会議または取締役会に重要事項を報告させること
で、業務および会計の状況を監督する。監査役は必要に応じて子会社の監査も行
い、会計監査人や内部統制委員会と密接な連携を図り、当社グループ全体の監
視・監督を実効的かつ適正に行う。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監

査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。当該使用
人は、監査役に係る業務を優先する。監査役の補助者の人事異動については、監
査役会の意見を尊重するものとする。

（7）当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制その
他監査役への報告に関する体制
当社および子会社の取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加

え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令上疑義のある行為
に関する情報などを速やかに報告するものとする。監査役は当社の取締役会のほ
か重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため必要に応じて重要
な会議に出席するとともに、当社および子会社の稟議書等重要な文書を閲覧し、
必要に応じて当社および子会社の取締役および使用人にその説明を求めることが
できる。監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役および使用人
に周知徹底する。
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（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人と密接に連携して情報の交換を行い、独立性を保ち、取

締役社長との間で適時意見を交換する。監査役がその職務の執行について生じる
費用および債務については、会社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認め
られる場合を除き、その費用を負担する。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての当事業年度における運用状況
の概要は以下のとおりであります。

（1）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会
を13回開催し経営方針や予算の策定等の経営に関する重要事項を決定するととも
に、月次業績の評価・分析を行い、法令や定款等への適合性と業務の適正性の観
点から審議をいたしました。また、業務執行取締役および常勤監査役を構成員と
する経営会議を23回開催し、部長を加えた本部長会議は11回開催して、情報を共
有化し階層に応じた討議・レビューを実施しました。経営会議はコンプライアン
ス委員会からの報告を協議するほか、リスク管理機能も併せ持っており、全社
的・組織横断的なリスク状況の監視および対応を行いました。

（2）当社グループにおける業務の適正性を確保するため、当社取締役が子会社の取
締役に就任し、子会社の取締役会に出席して月次業績や重要事項の決議について
確認し、当社取締役会や経営会議にて適宜報告しております。

（3）監査が実効的に行われるため、監査役会を11回開催し、監査方針および監査計
画を協議・決定して工場や主要な営業所の監査を実施しました。常勤監査役は重
要な会議に出席し、代表取締役・会計監査人・内部統制委員会との会合を適宜実
施いたしました。
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７．株式会社の支配に関する基本方針
（1）基本方針の内容の概要

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様に
よる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされ
た場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の自由な意思に
より判断されるべきであると考えます。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から

みて企業価値ひいては株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株
主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひ
いては株主共同の利益に資さないものも存在します。当社は、このような大規模
買付行為がなされる場合は必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価
値ないし株主共同の利益を守る必要があると考えております。
このような中、当該大規模な買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、当該買付者か
らの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠であり、さらには、当該買付者の提
案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必
要であると考え、大規模買付行為等があった際には、適切な措置を講じることと
いたします。

（2）基本方針実現のための取組みの概要
① 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資

する特別な取組み
当社は、「人と技術で豊かな未来を創造しよう」「地球にやさしさを 暮らし

に彩りを お客様に満足を」を経営の基本理念として掲げ、「技術力を高め、
環境に優しく信頼性の高い製品を提供すること」を基本方針としております。
この基本方針のもと、環境配慮型塗料・高機能・高付加価値製品の開発、環

境対応要求の実現に向けたESG/SDGs視点、提案型販売による新規需要の開
拓、生産の合理化・自動化、有害物質排出及び廃棄物の削減等に取り組み、技
術力・販売力・生産力の基盤強化に努めております。これらの施策により、中
長期的な成長・経営体質強化を図り、当社の企業価値および株主共同の利益の
確保・向上を目指します。
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② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支
配されることを防止するための取組み
当社は2022年１月21日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決定するとともに、基
本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為等への
対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入しました。
本プランは、上記取締役会の決議により導入いたしましたが、2022年２月

18日開催の第107回定時株主総会においてその継続を議案として上程し、当
該株主総会において本プランの継続が承認されました。
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することを目

的として、「株式会社の支配に関する基本方針」に沿って導入されたものです。
当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判

断については、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、
最終的には株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そのた
め、本プランでは、当社株式に対し25％以上の大規模買付行為を行おうとす
る者（以下「大規模買付者」といいます。）が大規模買付行為実施前に遵守す
べき、大規模買付行為に関する合理的なルールを定めております。
当社取締役会は、大規模買付行為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模

買付行為等に関する必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役
会として大規模買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付者との交渉や株主
の皆様への代替案の提示等を行うための期間を確保することといたします。そ
して、大規模買付行為等を受け入れるか、若しくは大規模買付行為等に対して
対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様の総体的な意思を確認するた
め、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催することとい
たします。
本プランの有効期限は2025年２月開催予定の当社第110回定時株主総会の

終結の時までとなっております。ただし、有効期間中であっても当社株主総会
または取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その
時点で廃止されるものといたします。
本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の2022年1月21

日付「当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の導入につい
て」をご参照ください。
（当社ウェブサイト https://www.kawakami-paint.co.jp/）
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（3）具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、以下の諸点を考慮することにより、本プランが株式会社の支配に

関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するもの
であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えておりま
す。
① 買収防衛策に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価
値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定め
る三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意
思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経済産業省に設置された企業価値研
究会が2008年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買
収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2021年６月11日に最新の改訂版を
公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１−５いわゆる買収防
衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる要件
は、本プランにおいても充足されています。

② 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等に際し、当該大規模買付行

為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替
案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付
者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株
主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

③ 株主意思を直接的に反映するものであること（取締役の恣意的判断の排除）
大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プ

ランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会に
おいて対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。したがって、対
抗措置の発動の適否の判断に際して、株主の皆様のご意思が直接的に反映され
る設計としております。

④ 独立性の高い社外者の判断の重視（取締役の恣意的判断の排除）
本プランの必要性及び相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫

用されることを防止するため、対抗措置の発動の是非その他本プランに則った
対応を行うに当たって必要な事項について、当社の業務執行を行う経営陣から
独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、
当該勧告を最大限尊重することとしており、取締役の恣意的判断を排除し、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を
担保するための手続も確保されております。
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⑤ デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取

締役会によって廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッ
ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動
を阻止できない買収防衛策）ではありません。
また、当社は取締役の任期を１年としておりますので、スローハンド型買収

防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動
を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではございません。なお、当社では
取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の
加重をしておりません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告は、次により記載しております。

千円単位および百万円単位の金額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示し
ております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年11月30日現在） (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産 5,709,253 流 動 負 債 3,551,588
現 金 及 び 預 金 1,914,788 支払手形及び買掛金 1,158,577
受 取 手 形 202,500 電 子 記 録 債 務 970,186
電 子 記 録 債 権 1,415,496 短 期 借 入 金 1,027,186
売 掛 金 904,120 未 払 費 用 281,569
商 品 及 び 製 品 798,702 未 払 法 人 税 等 1,695
仕 掛 品 39,043 そ の 他 112,374
原材料及び貯蔵品 387,681 固 定 負 債 1,693,054
そ の 他 46,919 長 期 借 入 金 880,705

固 定 資 産 2,752,983 退職給付に係る負債 730,713
有形固定資産 1,675,961 そ の 他 81,635
建物及び構築物 509,134 負 債 合 計 5,244,643
機械装置及び運搬具 271,032 (純資産の部 )
土 地 757,697 株 主 資 本 2,629,152
建 設 仮 勘 定 65,780 資 本 金 500,000
そ の 他 72,316 資 本 剰 余 金 41,095

無形固定資産 14,373 利 益 剰 余 金 2,097,078
投資その他の資産 1,062,647 自 己 株 式 △9,021
投 資 有 価 証 券 1,029,993 その他の包括利益累計額 588,440
長 期 預 け 金 18,802 その他有価証券評価差額金 579,091
繰 延 税 金 資 産 12,643 退職給付に係る調整累計額 9,349
そ の 他 1,208 純 資 産 合 計 3,217,593

資 産 合 計 8,462,236 負債・純資産合計 8,462,236
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連 結 損 益 計 算 書
（2023年12月１日から2024年11月30日まで） (単位：千円)

科 目 金 額
売 上 高 5,913,405
売 上 原 価 4,867,903
売 上 総 利 益 1,045,501
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 952,405
営 業 利 益 93,096
営 業 外 収 益
受 取 利 息 127
受 取 配 当 金 39,075
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,638
技 術 権 利 料 14,003
そ の 他 6,303 61,148

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10,917
そ の 他 535 11,452

経 常 利 益 142,792
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 97,543 97,543
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 240,335
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,940
法 人 税 等 調 整 額 57,815 69,755
当 期 純 利 益 170,580
親会社株主に帰属する当期純利益 170,580
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貸 借 対 照 表
（2024年11月30日現在） (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産 5,604,367 流 動 負 債 3,515,665
現 金 及 び 預 金 1,832,032 支 払 手 形 315,412
受 取 手 形 194,524 電 子 記 録 債 務 970,695
電 子 記 録 債 権 1,333,553 買 掛 金 811,166
売 掛 金 972,777 短 期 借 入 金 1,027,186
商 品 及 び 製 品 797,800 未 払 金 64,435
仕 掛 品 39,043 未 払 費 用 280,593
原材料及び貯蔵品 387,681 預 り 金 8,138
前 払 費 用 8,874 そ の 他 38,038
そ の 他 38,079

固 定 資 産 2,742,608 固 定 負 債 1,700,349
有形固定資産 1,669,099 長 期 借 入 金 880,705
建 物 422,920 退職給付引当金 738,839
構 築 物 85,327 そ の 他 80,805
機 械 及 び 装 置 262,524 負 債 合 計 5,216,015
車 両 運 搬 具 8,508 (純資産の部 )
工具、器具及び備品 70,124 株 主 資 本 2,552,993
土 地 751,874 資 本 金 500,000
建 設 仮 勘 定 65,780 資 本 剰 余 金 41,095
そ の 他 2,039 資 本 準 備 金 41,095

無 形 固 定 資 産 13,910 利 益 剰 余 金 2,019,109
ソ フ ト ウ ェ ア 11,611 利 益 準 備 金 83,904
そ の 他 2,299 その他利益剰余金 1,935,205

投資その他の資産 1,059,598 別 途 積 立 金 200,000
投 資 有 価 証 券 1,014,088 繰越利益剰余金 1,735,205
関 係 会 社 株 式 10,500 自 己 株 式 △7,211
長 期 預 け 金 18,408 評価・換算差額等 577,966
繰 延 税 金 資 産 15,625 その他有価証券評価差額金 577,966
そ の 他 975 純 資 産 合 計 3,130,960

資 産 合 計 8,346,976 負債・純資産合計 8,346,976
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損 益 計 算 書
（2023年12月１日から2024年11月30日まで） (単位：千円)

科 目 金 額
売 上 高 5,853,636
売 上 原 価 4,854,372
売 上 総 利 益 999,263
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 918,360
営 業 利 益 80,903
営 業 外 収 益
受 取 利 息 126
受 取 配 当 金 45,988
技 術 権 利 料 14,003
そ の 他 7,731 67,850

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10,913
そ の 他 535 11,449

経 常 利 益 137,304
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 97,543 97,543
税 引 前 当 期 純 利 益 234,848
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,122
法 人 税 等 調 整 額 57,896 66,018
当 期 純 利 益 168,829
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年１月24日
川上塗料株式会社
取締役会 御中

仰星監査法人
大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 許 仁 九
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 塚 博 路

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、川上塗料株式会社の

2023年12月１日から2024年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、川上塗料株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、

通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算

書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
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・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報
に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に
関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年１月24日
川上塗料株式会社
取締役会 御中

仰星監査法人
大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 許 仁 九
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 塚 博 路

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、川上塗料株式会社

の2023年12月１日から2024年11月30日までの第110期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査に
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通

読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等

を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
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・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年12月１日から2024年11月30日までの第110期事業年
度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたし
ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第
１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及
び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏
まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役
の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ
ん。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組
みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なう
ものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは
ないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年１月24日
川 上 塗 料 株 式 会 社 監 査 役 会

仮監査役(常勤) 綿 貫 秀 敏 ㊞
監査役(社外監査役) 小 林 京 子 ㊞
監査役(社外監査役) 大 松 信 貴 ㊞

以 上
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株 主 総 会 参 考 書 類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、業績推移、設備投資や研究開発など将来の事業展開と経営体質強化のため

に必要な内部留保の充実を考慮し、業績に応じた利益配分をすることを基本方針とし
ております。
当期の期末配当金につきましては、基本方針に沿って当期業績や財務状況、事業投

資への配分を勘案した結果、１株当たり30円とさせていただきたいと存じます。
（1）配当財産の種類

金銭
（2）配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 １株につき 30円 総額29,899,650円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年２月25日
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第２号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

１

西
にし

村
むら

聰
そう

一
いち

(1962年２月13日生)

1985年４月 三井物産株式会社入社
1999年８月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店

経営企画業務部
2005年４月 三井物産（上海）貿易有限公司

副総経理兼基礎化学品・石化原料部長
2012年４月 三井物産株式会社基礎化学品本部

アロマ・ポリエステル原料事業部長
2014年４月 同社 機能化学品本部肥料事業部長
2016年４月 三井物産（香港）有限公司董事長総経理
2018年４月 三井物産株式会社理事

三井物産（上海）貿易有限公司董事・総経理
2022年４月 株式会社三井物産戦略研究所特別顧問
2024年２月 当社顧問
2024年２月 当社代表取締役社長

（現在に至る）

200株

候補者とした理由
総合商社における国内外の豊富なビジネス経験と知識に加え長年にわたる事
業経験を有しており、2024年２月の就任以来、経営の重要事項の意思決定
を行い企業経営を牽引してまいりましたことから、引き続き取締役候補者と
いたしました。

2

松
まつ

下
した

田佳子
た か こ

(1966年11月21日生)

1997年10月 センチュリー監査法人（現 EY
新日本有限責任監査法人）入所

2001年５月 公認会計士登録
2010年12月 同監査法人 退職
2012年２月 当社取締役経理部長
2013年８月 当社取締役経理部長兼総務部長
2017年２月 当社取締役経理部長
2021年６月 当社取締役経理本部長兼システム室長

（現在に至る）

2,600株

候補者とした理由
公認会計士として培った豊富な経験と専門的知見に加え、管理部門における
豊富な業務経験を有しており、2012年２月の就任以来、取締役として経営
の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしまし
た。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

3

稲
いな

葉
ば

哲
てつ

也
や

(1971年12月18日生)

1995年４月 当社入社
2014年３月 営業本部付ベトナム駐在
2018年６月 当社東京技術グループ主席研究員
2019年 6 月 当社東京技術部部長代理
2021年 6 月 当社東京技術部長
2022年６月 当社技術本部長兼東京技術部長
2024年２月 当社取締役技術本部長兼東京技術部長

（現在に至る）

1,200株

候補者とした理由
研究開発分野における豊富な知識や経験に加え、海外（ベトナム技術提携企
業）での駐在経験を有しており、2024年２月の就任以来、取締役として経
営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしま
した。

4

※

木佐
き さ

貫
ぬき

弦
げん

一
いち

(1965年６月29日生)

1984年４月 当社入社
2017年１月 当社九州営業所長
2022年１月 当社西日本営業部長兼九州営

業所長兼広島営業所長
（現在に至る）

100株

候補者とした理由
営業部門における豊富な知識や経験を有しており、当社経営陣の一角を担う
に相応しい能力を兼ね備えていると判断し、今回取締役候補者といたしまし
た。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

5

※

木
き

田
だ

幸
こう

作
さく

(1967年２月16日生)

1989年４月 当社入社
2021年６月 当社技術本部部長
2022年９月 当社品質保証部長
2023年６月 当社品質管理統括センター長
2023年12月 当社本社工場長

（現在に至る）

100株

候補者とした理由
塗料開発や品質管理における豊富な知識や経験を有しており、現在は本社工
場の生産部門を統括しております。当社経営陣の一角を担うに相応しい能力
を兼ね備えていると判断し、今回取締役候補者といたしました。

6

※

秋
あき

山
やま

素
もと

寛
ひろ

(1971年11月10日生)

1994年４月 当社入社
2017年６月 当社経理部長代理
2021年６月 当社経理部長

（現在に至る）
3,700株

候補者とした理由
経理部門における豊富な知識や経験を有しており、当社経営陣の一角を担う
に相応しい能力を兼ね備えていると判断し、今回取締役候補者といたしまし
た。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

７

※

林
はやし

拓史
ひろふみ

(1965年８月17日生)

1991年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
1995年８月 公認会計士登録
2001年１月 林公認会計士事務所開設
2001年３月 税理士登録

林公認会計士・税理士事務所に名称変更
2010年２月 当社監査役
2014年３月 ザ・パック株式会社 社外監査役
2015年３月 ザ・パック株式会社 社外取締役（現任）
2018年２月 当社監査役退任

（現在に至る）

−株

候補者とした理由および期待される役割の概要
公認会計士として財務および会計の豊富な知識や経験を培い、他社の社外取
締役および当社監査役の実績があり、これらの経験・知見を活かした有益な
提言を行っていただけることを期待し社外取締役候補者といたしました。な
お、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断して
おります。

（注）１．※印は新任の候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．林拓史氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏が社外取締役の

選任が承認可決された場合、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋証
券取引所が定める独立役員に指定し、同取引所へ届け出る予定でありま
す。

４．林拓史氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427
条第１項の規定および当社定款第28条の規定に基づき、会社法第423条
第１項の責任につき、法令の定める額を限度とする責任限定契約を締結
する予定であります。

５．当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定す
る役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が職務の執行に起
因した責任を負うこと及び当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生じることのある損害を填補することとしております。ただし、法
令違反の行為であることを認識して行った行為等に起因して生じた損害
は填補されない等の一定の免責事由があります。各候補者の選任が承認
可決された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役矢野光芳氏が病気療養のため監査役としての業務を遂行できる状態にないと

して、神戸地方裁判所尼崎支部に仮監査役（一時監査役職務代行者）選任の申立てを
行いましたところ、2024年10月8日付で仮監査役として綿貫秀敏氏が選任され、就任
いたしました。仮監査役の任期は、本定時株主総会において監査役を選任する時まで
となっておりますので、あらためて監査役として同氏の選任をお願いするものであり
ます。
なお、綿貫秀敏氏は矢野光芳氏の補欠として選任されることとなりますので、その

任期は当社定款の定めにより、退任監査役の任期が満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

※

綿
わた

貫
ぬき

秀
ひで

敏
とし

(1964年7月12日生)

1987年４月 当社入社

2,300 株

2017年６月 当社本社工場製造部部長代理兼工場管理課長
2019年10月 当社本社工場生産管理部部長代理

兼工場管理課長
2022年６月 当社本社工場生産管理部長兼工場管理課長
2024年６月 当社本社工場生産管理部長
2024年８月 当社本社工場生産管理部長兼監査役補佐
2024年９月 当社監査役補佐
2024年10月 当社仮監査役（現任）

（現在に至る）
候補者とした理由
当社において長年にわたり生産管理部門の業務に従事し、豊富な経験と幅広い見
識を有しており、監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任
をお願いするものであります。
（注）１．※印は新任の候補者であります。

２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．当社は、監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役

員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が職務の執行に起因し
た責任を負うこと及び当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生じることのある損害を補填することとしております。ただし、法令違
反の行為であることを認識して行った行為等に起因して生じた損害は補
填されない等の一定の免責事由があります。候補者の選任が承認可決さ
れた場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件
当社は、2022年１月21日開催の当社取締役会及び同年２月18日開催の当社第107

回定時株主総会の決議に基づき、「当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛
策）」（以下「現プラン」といいます。）を導入・継続しておりますが、その有効期限
は、2025年２月開催予定の当社第110回定時株主総会（以下「本株主総会」といいま
す。）終結の時までとなっております。
当社では、現プランの導入及び継続の決定後も、社会・経済情勢の変化、買収への

対応方針をめぐる諸々の動向及び様々な議論の進展、コーポレートガバナンス・コー
ドの趣旨等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるた
めの取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方について引き続き検討を
進めてまいりました。
その結果、2025年１月24日開催の当社取締役会において、社外取締役を含む取締

役７名全員が出席し、会社法施行規則第118条第３号に規定される「株式会社が当該
株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に照
らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防
止する取組みとして、現プランの一部修正を行った「当社株式の大規模買付行為等へ
の対応方針（買収への対応方針）」（以下「本プラン」といいます。）を、本株主総会に
おける株主の皆さまのご承認を条件に継続することを決定いたしましたので、本議案
（普通決議）としてお諮りするものであります。

本プランの継続にあたり、近時の買収への対応方針に関する裁判例や実務動向等を
踏まえ、主に以下の点を変更しておりますが、基本的なスキームに変更はございませ
ん。

① 「大規模買付行為等」や「大規模買付者」に該当するか等の基準となる「実質的
に支配」又は「共同ないし協調して行動」に当たるか否かを判定する際に用い
る基準として、別紙４の「共同協調行為等認定基準」を作成いたしました。

② その他、一部語句の修正、文言の整理等を行いました。
つきましては、本プランの趣旨にご賛同いただき、下記「Ⅲ 本プラン（会社の支

配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定
が支配されることを防止するための取組み）の内容」記載のとおり、本プランの継続
につきご承認をいただきたいと存じます。本議案につき本株主総会に出席した株主の
皆様の議決権の過半数のご賛同を得られなかった場合には、本株主総会の終結の時を
もって本プランは廃止されるものとします。
なお、本プランの継続につきましては、上記取締役会において、社外取締役１名を

含む当社取締役全員の賛成により承認されており、また、社外監査役２名を含む当社
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監査役全員からも異議は述べられておりません。
記

Ⅰ 会社の支配に関する基本方針
（当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）
上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様に

よる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされ
た場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の自由な意思に
より判断されるべきであると考えます。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から

みて企業価値ひいては株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株
主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひ
いては株主共同の利益に資さないものも存在します。
このような中、当該大規模な買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、当該買付者か
らの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠です。そして、その判断を適確に行
うためには、当該買付者からの情報にとどまらず、当該買付者の提案内容等を当
社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必要です。
そこで、当社は、本プランにおいて、①大規模買付者（下記Ⅲで定義されます。

以下同じです。）に株主の皆様がその是非を判断するために必要かつ十分な情報の
提供を求めるとともに、②当社取締役会として、当該大規模買付者の提案内容が
当社の企業価値ひいては株主共同の利益にどのような影響を及ぼすかを評価・検
討し、また、大規模買付者の提案内容に対する経営方針等の当社取締役会として
の代替案を提供するとともに、必要に応じて、大規模買付者と当社の経営方針等
に関して交渉又は協議を行うこととし、③これらを踏まえ、株主の皆様が大規模
買付行為等（下記Ⅲで定義されます。以下同じです。）の是非を判断するために必
要な時間を確保することを目的として、以下の手続を定め、大規模買付行為等が
あった際には、適切な措置を講じることとします。

そして、当社取締役会は、大規模買付者が本対応方針に定めた手続を遵守する
限り、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するに当たっては、大規
模買付行為等に応じるか否かに係る当社の株主の皆様による意思表明の場とし
て、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催することといた
します。
具体的には、本プランに基づく対抗措置（具体的には新株予約権の無償割当

て）は、(a)対抗措置の発動につき株主意思確認総会による承認が得られた場合
であって、かつ、大規模買付者が大規模買付行為等を撤回しない場合、又は、
(b)大規模買付者が下記Ⅲに記載した手続を遵守しない場合にのみ、独立委員会
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による勧告を最大限尊重して発動されます。

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み

１ 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に向けた取組み
(1)当社の経営理念と経営方針
当社グループは、「人と技術で豊かな未来を創造しよう」「地球にやさしさを 暮ら

しに彩りを お客様に満足を」を経営の基本理念として掲げ、「技術力を高め、環境に
優しく信頼性の高い製品を提供すること」を基本方針としております。
(2)経営方針を具現化するための中期経営計画
１．中期経営計画の概要
2025年1月14日公表の中期経営計画（2025年11月期〜2027年11月期）にお

いては、経営理念と基本方針に基づき、計画期間３年間を「投資を強化し体質を改
善する期間」ととらえ、いかなる環境においても持続的成長を成し得る企業体質を
構築することを本中期経営計画の基本方針とし、前中期経営計画で未達成の施策も
含め新たなアプローチにより重点施策を関連設備投資とともに着実に実行すること
により高収益体質の確立を目指し、これをもって確実に利益を積み上げ、自己資本
を充実し財務基盤の強化をはかってまいります。
コア顧客との協業深化による製品の開発と顧客基盤の拡大、ビジネスモデルの聖

域なき見直しによる収益基盤の強化、生産性向上と生産能力増強、サステナビリテ
ィを意識し顧客及び社会のニーズに応える環境配慮型塗料および高機能・高付加価
値製品の開発強化などをはかり、これらの重点施策実行のため投資を強化し、年間
5億円規模の設備投資を実行致します。次のステージに向けて、更なる企業価値向
上を目指します。
前中期経営計画の期間においては、安定配当を重視しつつ自己資本比率の向上を

図りましたので、本計画期間では株主還元方針に記載の通り、配当性向の向上など
株主還元策の充実を目指します。なお、中期経営計画の内容及び当社の取り組みの
詳 細 に つ き ま し て は、「中 期 経 営 計 画 の 策 定 に 関 す る お 知 ら せ」
（https://www.kawakami-paint.co.jp/20250114-plan.pdf）をご参照ください。

２．株主還元方針
当社は、業績推移、設備投資や研究開発など将来の事業展開と経営体質強化のた

めに必要な内部留保の充実を考慮し、業績に応じた利益配分をすることを基本方針
としております。
本計画期間中に配当性向を段階的に引き上げ、自己資本比率が40％以上になった
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場合、配当性向を30％とすることを目指します。

２ コーポレート・ガバナンスに関する取組み
１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、変化する経営環境に迅速に対応し、経営効率の向上を図り、経営の健全
性及び透明性を強化することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えてお
ります。当社事業を通じて株主の皆様をはじめとした取引先、従業員、地域社会等
のステークホルダーに貢献することが企業価値を高めることであると認識しており
ます。

２．企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営管理組織として、「取締役会」、「監査役会」、「経営会議」を設置し

ており、それぞれの決定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社を

取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速
な意思決定を行うことが重要と考えており、当社の企業規模や事業計画等を勘案し
て機動的な意思決定を行える現在の体制を採用しております。また、社外監査役を
含む監査役並びに監査役会による客観的で中立的な経営監視機能を備えることで、
経営の透明性及び公正性を確保しております。

Ⅲ 本プラン（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財
務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）の内容

１ 本プランの目的及び概要
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することを目的と

して、上記Ⅰ「会社の支配に関する基本方針」に沿って導入されているものです。
当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断に

ついては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、最終的に
は株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そのため、当社は、当
社株式の大規模買付行為等に関するルールとして本プランを設定し、大規模買付行
為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する必要かつ十分な情
報の提供を求めるとともに、当社取締役会として大規模買付情報を十分に評価･検討
し、大規模買付者との交渉や株主の皆様への代替案の提示等を行うための期間を確
保することといたします。そして、大規模買付行為等を受け入れるか、若しくは大
規模買付行為等に対して対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様の総体的
な意思を確認するため、株主意思確認総会を開催することといたします。

― 43 ―

2025年01月22日 09時19分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



なお、2024年11月末日現在における当社の大株主の状況は、別紙１「当社大株
主の状況」のとおりであり、現時点において、当社の株主を含む特定の第三者から
当社株式の大規模買付けを行う旨の通告又は提案等を受けている事実はありません。

２ 独立委員会の設置
本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止

し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会規程（概要につきまし
ては、別紙２をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委
員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執
行から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者（実績のある会社経営
者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者又はこれに準じる者。以下同じ
です。）のいずれかに該当する者の中から選任いたします。独立委員会委員候補の氏
名・略歴は別紙３に記載のとおりです。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の

是非その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について諮問し、独
立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、下記４(4)
①(i)〜(vii)に定める場合に該当するか否かを含め、大規模買付行為等について慎重
に評価・検討の上で、当社取締役会に対し対抗措置を発動すべき状態にあるか否か
等についての勧告を行うものといたします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を
最大限尊重した上で対抗措置の発動等について決定することといたします。独立委
員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよ

うになされることを確保するために、独立委員会は、必要に応じて当社の費用で、
独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、
弁護士、コンサルタントその他の専門家等）の助言を得ることができるものとしま
す。

３ 対象となる大規模買付行為等
本プランにおいて、「大規模買付行為等」とは、
① 特定株主グループ１の議決権割合２を25%以上とすることを目的とする当社株

券等３の買付行為（公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。）、
② 結果として特定株主グループの議決権割合が25%以上となるような当社株券

等の買付行為（公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。）、
又は
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③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特
定株主グループが、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本③
において同じです。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として
当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような
合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその
一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動
する関係４を樹立するあらゆる行為５（但し、当社が発行者である株券等につ
き当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が25%以上とな
るような場合に限ります。）

を意味し（いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。）、「大規模買付
者」とは、上記のとおり、かかる大規模買付行為等を自ら単独で又は他の者と共同
ないし協調して行う又は行おうとする者を意味します。

１ 特定株主グループとは、(i)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を
いいます。）の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者
に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をい
い、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。）、(ii)当社の株券等（同法第27条の
２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等を
いい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法
第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）、(iii)上記(i)又は(ii)の者の関係者（これらの者
との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関
その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアド
バイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者とし
て当社取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをいいます。）並びに(iv)上記(i)乃至本(iv)に該
当する者から市場外の相対取引又は東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-１）若しくは名
古屋証券取引所の市場内立会外取引（単一銘柄取引）により当社の株券等を譲り受けた者を意味しま
す。以下、同じとします。
２ 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社の株
券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者及びその共同保有
者である場合の当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合を
いいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株
券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）又は(ii)特定株主グループが当社の株券
等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等を行う者及びその特別関係者
である場合の当該買付け等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の２第８項
に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。株券等保有割合又は株券等所有割合の
算出に当たっては、発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）及び総
議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書
及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。以
下、同じとします。
３ 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。以下、同じとし
ます。
４ 「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれら
の者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、共同協調行為等認定基準
（別紙４。但し、独立委員会は、法令の改正又は裁判例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基
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準を改定できるものとします。）に基づいて行うものとします。
５ 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします
（かかる判断に当たっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。）。なお、当社取締役
会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対し
て必要な情報の提供を求めることがあります。

４ 対抗措置の発動に至るまでの手続
(1) 意向表明書の提出

大規模買付者が大規模買付行為等を行おうとする場合には、大規模買付行為等又
は大規模買付行為等の提案に先立ち、本プランに定められた手続に従う旨の法的拘
束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社
の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。
① 大規模買付者の名称、住所
② 設立準拠法
③ 代表者の氏名
④ 国内連絡先
⑤ 提案する大規模買付行為等の概要
⑥ 本プランに定められた手続に従う旨の誓約

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその
旨及び必要に応じ、その内容について公表いたします。

(2) 必要情報の提供要請
当社取締役会は、当社が大規模買付者から意向表明書を受領した日の翌日から起

算して10営業日以内に、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する情報（以
下「必要情報」といいます。）について記載した書面（以下「必要情報リスト」とい
います。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リストの記載に従い、必要情報を
当社取締役会に書面にて提出していただきます。
必要情報の一般的な項目は別紙５のとおりです。その具体的内容は、大規模買付

者の属性及び大規模買付行為等の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主
の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に
限定するものといたします。
当社取締役会は、本プランに定められた手続の迅速な運用を図る観点から、必要

に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限（最初に必要情報リストを交付した
日から起算して60日間を上限といたします。以下「情報提供期間」といいます。）
を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要
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請があった場合は、情報提供期間を延長することができるものといたします。
なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査した

結果、当該必要情報が大規模買付行為等を評価・検討するための情報として必要十
分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、情報提供期間の範囲内で、大規
模買付者に対して追加的に情報提供を求める（かかる判断にあたっては独立委員会
の判断を最大限尊重いたします。）ことがあります。
当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の

皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断
する時点で、その全部又は一部を公表いたします。

(3) 取締役会評価検討期間
当社取締役会は、大規模買付行為等の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当

社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後又は情報提供期間満了後、対価を現
金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、
その他の大規模買付行為等の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、
交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価検討期間」といい
ます。）として設定いたします。
取締役会評価検討期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立委員会とは別の独

立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、
弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を受けつつ、提供された必要情
報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締
役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模
買付者との間で大規模買付行為等に関する条件改善について交渉し、当社取締役会
として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
大規模買付行為等は、取締役会評価検討期間の経過後（但し、株主意思確認総会

を開催する場合には、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には株主意思
確認総会の終結後とし、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には株主意
思確認総会の終結後速やかに開催される当社取締役会終結後）にのみ開始すること
ができるものとします。

(4) 大規模買付行為等が実施された場合の対応
① 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守した場合

大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守した場合において、当社取締役
会が、大規模買付者から提供された必要情報その他一切の事情を勘案の上、独
立委員会の意見を最大限尊重し、大規模買付行為等の評価、検討、交渉、意見
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形成、代替案の立案等を行います。その上で、当社取締役会として、大規模買
付行為等がなされることに反対であり、大規模買付行為等が当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断した場合に
は、取締役会評価検討期間内に株主意思確認総会を開催することを決定し、当
該決定後速やかに株主総会を開催いたします。なお、以下の(i)から(vii)のいず
れかに該当すると合理的な根拠をもって判断できる場合には、当社取締役会は、
原則として当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する
ものといたします。もっとも、対抗措置の発動は、大規模買付行為等が当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断
できる場合に限って行うものであり、以下の(i)から(vii)のいずれかに形式的に
該当することのみをもって発動するものではありません。
(i) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げ

て高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買付けを行ってい
る（いわゆるグリーンメイラーである場合）

(ii) 会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハ
ウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会
社等に委譲させる等、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買付けを行
っている場合

(iii) 会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社
等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買付けを行ってい
る場合

(iv) 会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有
価証券等高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的に高
配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って
株式の高価売り抜けをする目的で株式の買付けを行っている場合

(v) 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買
収（最初の買付けで当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段
階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等
の株式の買付けを行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又
は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式の売却を強要するおそ
れがあると判断される場合
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(vi) 大規模買付者による支配権獲得により、顧客、従業員、地域社会その他の
利害関係者との関係が悪化すること等によって、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

(vii) 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将
来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない
場合の当社の企業価値と比べて明らかに劣後するため、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を著しく毀損すると判断される場合

株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供
した必要情報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案
その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対
し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示いたします。
株主の皆様には、大規模買付行為等に関する情報をご検討いただいた上で、大
規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かについてのご判断を、当社
取締役会が提案する対抗措置の発動に関する議案に対する賛否の形で表明して
いただくことになります。そして、当該議案について株主意思確認総会に出席
された議決権を行使できる株主の皆様の議決権の過半数の賛成が得られた場合
には、当該対抗措置の発動に関する議案が承認されたものといたします。株主
意思確認総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当
社取締役会は、その決議に従うものといたします。具体的には、株主意思確認
総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が否決された場合には、
当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。他方、株主意思確認総会におい
て対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された場合には、大規模買
付者が大規模買付行為等を撤回しない限り、その終結後、速やかに、当社取締
役会において対抗措置を発動するために必要となる決議を行います。株主意思
確認総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。

② 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合
大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合には、具体的な買付

方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動し、大規模買付行為等に対抗
する場合があります。対抗措置の発動については、独立委員会の勧告を受けた
うえで決定することといたしますが、独立委員会の勧告に基づいて株主意思確
認総会の場で株主承認を求めることがあります。
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経済産業省企業価値研究会の2008年６月30日付け報告書「近時の諸環境の
変化を踏まえた買収防衛策の在り方」においても、「株主が買収の是非を適切に
判断するための時間や情報を確保する場合や、被買収者の取締役会が、株主の
ために、買収者との交渉を通じてより良い買収条件を引き出すための交渉機会
を確保する場合においては、当該取締役会が買収防衛策を導入し、さらに、合
理的と認められる範囲の手続に反して一時停止しない買収者に対し、これを発
動することが認められうる。」とされているところです。
なお、本プランを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側

の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出され
ないことのみをもって本プランを遵守しないと認定することはしないものとい
たします。
また、当社取締役会は、大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守したか

否かの判断、及び大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しなかったもの
として対抗措置を発動すべきか否かの判断に際し、独立委員会の意見又は勧告
を最大限尊重するものといたします。

５ 対抗措置の概要
当社取締役会は、上記４の手続に従い、対抗措置を発動する場合、独立委員会の

勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動に関する会社法上の機関としての決定を行い
ます。
この場合、当社取締役会は具体的対抗措置として、差別的行使条件の付された新

株予約権の無償割当てを行いますが、その概要は原則として別紙６に記載のとおり
です（かかる新株予約権を、以下「本新株予約権」といいます。）。実際に本新株予
約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループ
に属さないことを本新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘
案した条件を設けます。

６ 株主及び投資家の皆様への影響
(1) 本プラン継続時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の無償割当ては実施されません。従って、
本プランがその継続時に株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接的具体
的な影響を与えることはありません。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響
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当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的とし
て、対抗措置（具体的には本新株予約権の無償割当て）を講じる場合であっても、
当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様（別紙６「新株予約権無償割当ての概要」5．
に定める非適格者を除きます。下記(3)においても同じです。）が法的権利又は経済
的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。
一方、別紙６「新株予約権無償割当ての概要」5．に定める非適格者に該当する株

主については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利又は経済的側
面において不利益が発生する可能性があります。
当社取締役会が具体的な対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び当

社が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。
なお、当社は、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする

議案が可決された後（本新株予約権の無償割当ての効力発生後を含みます。）におい
ても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為等を撤回した等の事情により、本新
株予約権の行使期間開始日の前日までに、本新株予約権の割当てを中止し、又は当
社が本新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得する
ことがあります。これらの場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化が生じるこ
とを前提にして売却等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の
損害を被る可能性があります。

(3) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に必要となる手続
対抗措置として、本新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は

引受けの申込みを要することなく本新株予約権の割当てを受け、また当社が本新株
予約権の取得の手続をとることにより、本新株予約権の行使価額相当の金銭を払い
込むことなく当社による本新株予約権の取得の対価として当社株式を受領すること
になるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。但し、この場合当社は、
本新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等で
ないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。

７ 本プランの合理性を高める仕組み
当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プラ

ンが上記Ⅰの会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものと
はならないと考えております。

(1) 買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること

― 51 ―

2025年01月22日 09時19分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・
株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則
（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要
性・相当性確保の原則）、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30
日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産
業省が2023年８月31日に発表した「企業買収における行動指針−企業価値の向上
と株主利益の確保に向けて−」の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利益の
原則、株主意思の原則、透明性の原則）及び東京証券取引所が2021年６月11日に
最新の改訂版を公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１−５いわ
ゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められ
る要件は、本プランにおいても充足されています。

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記１「本プランの目的及び概要」に記載のとおり、当社株式に対

する大規模買付行為等に際し、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の
皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間
を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすること
により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的
をもって導入されているものです。

(3) 株主意思を直接的に反映するものであること（取締役の恣意的判断の排除）
大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プラン

に基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会において対
抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。したがって、対抗措置の発動
の適否の判断に際して、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設計としており
ます。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視（取締役の恣意的判断の排除）
上記４(4)「大規模買付行為等が実施された場合の対応」に記載のとおり、本プラ

ンの必要性及び相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫用されること
を防止するため、対抗措置の発動の是非その他本プランに則った対応を行うに当た
って必要な事項について、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構
成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、当該勧告を最大限尊重する
こととしており、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されてお
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ります。

(5) デッドハンド型及びスローハンド型の対応方針ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役

会によって廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド
型の対応方針（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できな
い対応方針）ではありません。
また、当社は取締役の任期を１年としておりますので、スローハンド型の対応方

針（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止す
るのに時間を要する対応方針）ではございません。なお、当社では取締役解任決議
要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりませ
ん。

８ 本プランの廃止の手続及び有効期間
本プランの有効期間は、本株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会（2028年２月開催予定の定時株主総会）の
終結の時までとし、当該定時株主総会において、株主の皆さまからのご承認を得ら
れなかった場合には、当該定時株主総会の終結の時をもって本プランは廃止される
ものといたします。
加えて、本プランは、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に
は、その時点で廃止されるものといたします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、必要に応じて独立委員会
の賛同を得た上で、取締役会決議により、本プランの変更を行うことがあります。
このように、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を
行った場合には、その内容を速やかに公表いたします。
なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法

令、当社が上場する金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又
は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行う
のが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独
立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正又は変更する場合があります。

以 上
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別紙１
当社大株主の状況

2024年11月30日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。

株主名
当社への出資状況

持株数
（千株）

持株比率
（％）

株式会社サイブリッジ 155 15.60

川上塗料共栄会 75 7.53

三井物産株式会社 60 6.03

株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行
再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口） 57 5.72

川上塗料従業員持株会 43 4.37

株式会社東広 36 3.67

ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＧ， ＦＲＡＮ
ＫＦＵＲＴ ＣＬＴ ４００００００ 30 3.08

みずほ信託銀行株式会社 26 2.61

交洋貿易株式会社 22 2.28

住友生命保険相互会社 22 2.26

※ 当社は自己株式（3,345株）を保有しております。
なお、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

以 上
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別紙２
独立委員会規程の概要

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。

・独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社
の業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役、社外監査役又は社外有識者
（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者又はこれ
に準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選
任される。

・独立委員会は、大規模買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否かの判
断、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう
と認められるか否かの判断、対抗措置の発動不発動の判断、一旦発動した対抗措
置の停止の判断など、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてそ
の決定の内容を、その理由及び根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。な
お、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。

・独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家
（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他
の専門家）等の助言を得ることができるものとする。

・独立委員会の決議は、委員の過半数をもってこれを行う。ただし、委員のいずれ
かに事故があるときその他特段の事由があるときは、当該委員を除いた委員全員
が出席し、その全員の一致をもってこれを行う。

以 上
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別紙３
独立委員会の委員候補の略歴

独立委員会の委員候補は、以下の３名です。
氏名

（生年月日） 略歴

林
はやし

拓史
ひろふみ

（独立社外取締役）
1965年８月17日生

1991年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1995年８月 公認会計士登録
2001年１月 林公認会計士事務所開設
2001年３月 税理士登録

林公認会計士・税理士事務所に名称変更
2010年２月 当社監査役
2014年３月 ザ・パック株式会社 社外監査役
2015年３月 ザ・パック株式会社 社外取締役（現任）
2018年２月 当社監査役退任

小
こばやし
林 京子

きょうこ

（独立社外監査役）
1972年７月22日生

1999年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）
色川法律事務所（現弁護士法人色川法律事務所）入所

2009年９月 シャープ株式会社法務室出向
2014年９月 色川法律事務所復帰
2018年１月 色川法律事務所パートナー
2018年２月 当社監査役（現任）
2020年１月 弁護士法人色川法律事務所パートナー
2020年６月 三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役（現任）
2021年６月 日本ピラー工業株式会社（現株式会社PILLAR）社外取締役（現任）
2025年１月 弁護士法人色川法律事務所（現任）

大
おおまつ
松 信貴

のぶたか

（独立社外監査役）
1970年７月24日生

1996年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1999年５月 公認会計士登録
2016年７月 金融庁公認会計士・監査審査会公認会計士監査検査官
2020年７月 EY新日本有限責任監査法人退職
2020年８月 大松公認会計士事務所所長（現任）
2020年９月 税理士登録
2021年２月 当社監査役（現任）
2021年６月 株式会社エスティック社外取締役（現任）
2023年６月 株式会社イーディーピー社外監査役（現任）

(注) 1．上記各独立委員候補と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．社外監査役小林京子氏及び社外監査役大松信貴氏は東京証券取引所及び名古

屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、林拓史氏は本株
主総会にて社外取締役の選任が承認可決された場合、独立役員に指定し東京
証券取引所及び名古屋証券取引所へ届け出る予定であります。

以 上
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別紙４
共同協調行為等認定基準

※ 認定は、認定の対象者（その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視すべ
き主体を含む。以下「認定対象者」という。）について、下記の各項目の要素に
加え、当社の特定の株主との間での意思の連絡が「ない」ことを窺わせる直接・
間接の事実の有無についても勘案した上で、総合判断の方法により行われるべき
ものとする。

※ 以下「当社の特定の株主」には、当該特定の株主の親会社及び子会社（当該特定
の株主を含め、「特定株主グループ」という。）、特定株主グループの役員及び主
要株主を含むものとする。

１．当社株券等を取得している時期が、当社の特定の株主による当社株券等の取得又
は重要提案行為等の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか

２．取得した当社株券等の数量が相当程度の数量に達しているか

３．当社株券等の取得を開始した時期が、当該特定の株主による当社株券等の取得の
開始、当社に対する経営支配権の取得・重要提案行為をすること等の意向の表明
など、当該特定の株主による当社の買収に向けた行動が開始された時期に近接
し、又は本プランに係る議題を目的事項に含む株主総会の基準日など、当該特定
の株主の行動に関連するイベントと近接しているか

４．市場における当社株券等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高に比
して著しく出来高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著
しく急騰したりする時期）において、時期を同じくして当社株券等を取得してい
るなど、当該特定の株主による当社株券等の取得の時期及び態様（例えば、信用
買い等を駆使しているかどうか）の特徴との間に共通性がみられるか

５．当該特定の株主が株券等を取得している（又は取得していた）他の上場会社の株
券等を取得していたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が当該特定の株
主のそれと重なり合っているか

６．上記５．の重なり合う期間において、当該他の上場会社（当該特定の株主ととも
に認定対象者が株主となっていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の行
使が当該特定の株主のそれに同調したものであったか。同調したものであったと
した場合に、その株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らして、その同
調の程度はどの程度か

７．上記５．記載の当該他の上場会社において、当該認定対象者及び当該特定の株主
（並びに当該認定対象者以外の者で当該特定の株主と同調して議決権等の共益権
の行使を行った株主がいる場合には当該株主）による議決権等の共益権の行使の
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結果、取締役その他の役員の選解任が行われた場合において、当該変更後の役員
の在任期間中に当該他の上場会社において企業価値又は株主価値の毀損のおそれ
（例えば、重大な法令違反に該当する事象の発生又はそのおそれのある事象の発
生、上場廃止、特設注意銘柄への指定、破産その他の法的倒産手続き、大規模な
希釈化を伴う株式又は新株予約権の発行）が生じているか。生じているとして企
業価値又は株主価値の毀損のおそれはどの程度か

８．当該特定の株主との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在
している又は存在していたことがあるか

９．当該特定の株主との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関係な
ど準じる関係を含む。以下同じ）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニ
ティの中における人的関係が存在している又は存在していたこと、並びに、一方
が他方の従業員、組合員その他構成員である又はあったことがあるなどの人的関
係が存在するか

10．当社に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調したもので
あったか。同調したものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権
行使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か（なお、本項目を唯一の根
拠として「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配
し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」又は非適格者と認定し
てはならないものとする。）

11．当社の事業や経営方針に関する言動等が当該特定の株主のそれと類似している
か。類似している言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に
照らして、その類似の程度はどの程度か（なお、本項目を唯一の根拠として「当該
特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれ
らの者が共同ないし協調して行動する関係」又は非適格者と認定してはならないも
のとする。）

12．その代理人やアドバイザーが、当該特定の株主のそれと同じ事務所、法人、団体
に属している若しくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共
同して遂行したことがある、及び／又は親族関係その他の人的関係があるなど、当
該特定の株主との間において意思の連絡が容易となるような関係を有しているか
（直接的なものであると間接的なものであるとを問わない。）

13．その他、当該特定の株主との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の
事実はあるか

以 上
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別紙５
大規模買付者に提供を求める情報

1．大規模買付者及びその者が属する特定株主グループ（共同保有者、特別関係者
及び組合員（ファンドの場合）その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事
業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、当社及び当社グループ会社の事
業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）

2．大規模買付行為等の目的、方法及び内容（大規模買付行為等の対価の価額・種
類、大規模買付行為等の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為等の方
法の適法性、大規模買付行為等及び関連する取引の実現可能性等を含みます。）

3．大規模買付行為等の当社株式に係る買付対価の算定根拠（算定の前提となる事
実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為等に係る一連の取引
により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。）

4．大規模買付行為等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）
の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

5．大規模買付行為等の完了後に想定している当社及び当社グループ会社の役員候
補（当社及び当社グループ会社の事業と同種の事業についての経験等に関する
情報を含みます。）、当社及び当社グループ会社の経営方針、事業計画、財務計
画、資本政策、配当政策、資産活用策

6．大規模買付行為等の完了後における当社及び当社グループ会社の顧客、取引先、
従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループ会社との関係に関しての
変更の有無及びその内容

以 上
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別紙6
新株予約権無償割当ての概要

1．本新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式

2．本新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、取締役会が別途定める数とし
ます。

3．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は１円に各本
新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。

4．本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間は、取締役会が別途定める一定の期間
とします。

5．本新株予約権の行使の条件
(a)非適格者が保有する本新株予約権（実質的に保有するものを含みます。）は、行

使することができません。
「非適格者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。なお、当社取締役
会は、下記(iv)の(y)の認定・判定については、共同協調行為等認定基準（別紙
４）に基づいてなされた独立委員会の勧告を最大限に尊重した上で非適格者を認
定し、株主意思確認総会を開催する場合には、当該非適格者の認定を対抗措置の
発動に関する議案に含めて当社株主の皆様にお諮りします。
(i) 大規模買付者
(ii) 大規模買付者の共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項及び第６項）
(iii) 大規模買付者の特別関係者（金融商品取引法第27条の２第７項）
(iv) 取締役会が独立委員会による勧告を踏まえて以下のいずれかに該当すると合

理的に認定した者
(x) 上記(i)から本(iv)までに該当する者から当社の承認なく本新株予約権を譲

り受け又は承継した者
(y) 上記(i)から本(iv)までに該当する者の「関係者」。「関係者」とは、これら

の者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資
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銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通
にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー
若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調
して行動する者をいいます。組合その他のファンドに係る「関係者」の
判定においては、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事
情が勘案されます。

(b)新株予約権者は、当社に対し、上記5．(a)の非適格者に該当しないこと（第三者
のために行使する場合には当該第三者が上記5．(a)の非適格者に該当しないこと
を含みます。）についての表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を
記載した書面、合理的範囲内で当社が求める条件充足を示す資料及び法令等によ
り必要とされる書面を提出した場合に限り、本新株予約権を行使することができ
るものとします。

(c)適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者に
よる本新株予約権の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要
とされる場合、当該管轄地域に所在する者は、当該手続及び条件が全て履行又は
充足されていると当社が認めた場合に限り、本新株予約権を行使することができ
ます。なお、当社が上記手続及び条件を履行又は充足することで当該管轄地域に
所在する者が本新株予約権を行使することができる場合であっても、当社として
これを履行又は充足する義務を負うものではありません。

(d)上記5．(c)の条件の充足の確認は、上記5．(b)に定める手続に準じた手続で取締
役会が定めるところによるものとします。

6．取得条項
(a)当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日

において、未行使の本新株予約権で、上記5．(a)及び(b)の規定に従い行使可能
な（即ち、非適格者に該当しない者が保有する）もの（上記5．(c)に該当する者
が保有する本新株予約権を含みます。下記6．(b)において「行使適格本新株予約
権」といいます。）について、取得に係る本新株予約権の数に、本新株予約権１
個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株
式を、対価として取得することができます。

(b)当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日
において、未行使の本新株予約権で行使適格本新株予約権以外のものについて、
取得に係る本新株予約権と同数の新株予約権で非適格者の行使に一定の制約が付
されたもの（以下に記載する行使条件その他取締役会が定める内容のものとしま
す。以下、当該新株予約権を「第２新株予約権」といいます。）を対価として取
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得することができます。
（行使条件）

非適格者は、次のいずれの条件も満たす場合その他当社取締役会が定める場
合には、第２新株予約権につき、第２新株予約権の行使後の大規模買付者の
株券等保有割合として当社取締役会が認めた割合が25%を下回る範囲内での
み、行使することができます。
(x) 大規模買付者が大規模買付行為等を中止又は撤回し、かつ、その後大規

模買付行為等を実施しないことを誓約した場合であること。
(y)(α)大規模買付者の株券等保有割合（但し、本(b)において、株券等保有

割合の計算に当たっては大規模買付者やその共同保有者以外の非適格者
についても当該大規模買付者の共同保有者とみなして算定を行うものと
し、また、非適格者の保有する第２新株予約権のうち行使条件が充足さ
れていないものは除外して算定いたします。）として当社取締役会が認め
た割合が25%を下回っている場合であること、又は、
(β)大規模買付者の株券等保有割合が25%以上である場合において、大
規模買付者やその他の非適格者が、当社が認める証券会社に委託をして
当社株券等を市場内取引を通じて処分し、当該処分を行った後における
大規模買付者の株券等保有割合として当社取締役会が認めた割合が25%
を下回った場合であること。

(c)本新株予約権の強制取得に関する条件充足の確認は、上記5．(b)に定める手続に
準じた手続で取締役会が定めるところによるものとします。なお、当社は、本新
株予約権の行使が可能となる期間の開始日の前日までの間いつでも、当社が本新
株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取
締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。

7．譲渡承認
譲渡による本新株予約権の取得には、取締役会の承認を要します。

8．資本金及び準備金に関する事項
本新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資本
準備金に関する事項は、法令等の規定に従い定めるものといたします。

9．端数
本新株予約権を行使した者に交付する株式の数に１株に満たない端数があるとき
は、これを切り捨てます。但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該
新株予約権者が同時に複数の本新株予約権を行使するときは各本新株予約権の行
使により交付する株式の数を通算して端数を算定することができます。

― 62 ―

2025年01月22日 09時19分 $FOLDER; 62ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



10．新株予約権証券の発行
本新株予約権については新株予約権証券を発行いたしません。

11．株主に割り当てる本新株予約権の数
当社普通株式（当社の有する普通株式を除く。）１株につき本新株予約権１個の
割合で割り当てることといたします。

12．本新株予約権の無償割当ての対象となる株主
取締役会が別途定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社
普通株式の全株主（当社を除く。）に対し、本新株予約権を割り当てます。

13．本新株予約権の総数
取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総数（但し、当社
が有する普通株式の数を除く。）と同数といたします。

14．本新株予約権の無償割当ての効力発生日
取締役会が別途定める基準日以降の日で取締役会が別途定める日といたします。

15．その他
本新株予約権の無償割当ては、①株主意思確認総会による承認が得られ、かつ、
大規模買付行為等が撤回されないこと、又は、②大規模買付者が上記Ⅲ４に記載
する手続を遵守せずに大規模買付行為等を実施しようとする場合の何れかが充足
されることを条件として効力を生じるものといたします。

以 上
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株主総会会場ご案内略図
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当社２階会議室

TEL（０６）６４２１−６３２５

○交 通 ＪＲ「塚口駅」より徒歩約10分、
阪急電鉄「塚口駅」より徒歩約15分
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